
１ は じ め に

日本企業内でのマネージメントや日本人同士のコミュニケーションに，対

外国人との間ほどの障害が無いのかというと決してそうではない。むしろ日

本人間でのコミュニケーション問題の方が，異文化によるコミュニケーショ

ンという認識がないため，本人同士の問題という以外に何ら解決策が講じら

れないまま現在に至っているのではないだろうか１)。コミュニケーション能

力の問題が，あくまで個人の能力の問題として扱われるのであれば，コミュ

ニケーション能力がある者２)だけを採用すれば３)，労使問題はなくなるので

あろうか。本稿では，労働政策研究・研修機構が 2012 年に発行した「日本の

１) 一般社団法人 日本経済団体連合会 2018 年度 新卒採用に関するアンケート

調査結果によると，企業が採用時に最も重要視しているものは 2004 年度から「コ

ミュニケーション能力」がトップである 2018/11/22．

２) 経団連の白書自体にコミュニケーション能力の定義はない．

コミュニケーション・デフォルト認識の

誤�がもたらす危険性

――日本人労使間コミュニケーション不全から見えてくるもの――

岡 陽 子

＊ I dedicate this paper to Professor Yasuhiko Tashiro: His mentorship not only to me, but

also to his students with a beloved gentle smile has been thoughtful and pertinent. From

next year, the hallway of the 9th floor will feel a little “less” with the loss of his sage

advice being no longer ready to hand. We shall miss him.
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雇用終了−労働局あっせん事例から」の中から，日本人労働者と使用者間で

のコミュニケーションが全く機能していないと思われるものを抜粋し，同じ

日本人でなおかつ同企業内でコミュニケーションの不全が起きる原因は何な

のか？本当に社員の「コミュニケーション能力不足」ということで説明がつ

くものなのか？ということをリサーチクエスチョンとし，コミュニケーショ

ンの背景にある文化を元に演繹的に探り，労使間におけるコミュニケーショ

ンの問題は，本人の持つコミュニケーション能力の問題だけではなく，お互

い同じ文化を共有しているはずというデフォルトに基づいて，内容を過度に

高コンテクスト化することによる問題である可能性があると結論づけた。

２ 仮説：コミュニケーション・デフォルトが原因となり労使問題へと発展

現在外国人のマネージメントやコミュニケーションに関しては，対峙する

相手が「異文化」という大前提があるため，お互いの溝を埋め，そして理解

するための教育や訓練の必要性に異論を挟む者はいない（井上 2018：柴田

2013：モーリス＝スズキ 2002：山岸 1992：山岸，井下，渡辺 1992）。しか

し日本人同士においても個人個人の持つ·文化 は̧違うため（原沢 2013：29），

異文化と対峙するときのような受容力が本来必要なはずである。しかし日本

人同士となると，外国人と対峙するときのように，理解しようという寛容な

態度を示すという努力を怠る，もしくは忘れてしまうということが起きる。

その根底には，日本人同士や同じ企業で働いている者同士といった同じ·文

化¸を共有しているはず，という決して疑うことのないデフォルト（前提）

の存在があると考えられはしないか。労使間におけるコミュニケーションの

問題が，そもそもデフォルトが違うからこそ起きているにも関わらずそれに

３) 溝上憲文「人事部の告白−有力企業が欲しい人材６つの能力」『プレジデントオン

ラインスペシャル』http://president.jp/article/-/147-48 参照 2015．

( ２ )
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は気付かず，相手を異端な人と判断してしまう。そもそも同じデフォルトを

共有していないにも関わらず，共有しているという認識が，相手に伝える際

に過度に文脈に意味を持たせるような伝え方をしてしまう。相手はその文脈

を読んでくれていると判断し，例えば企業側がその社員を解雇するに至った

経緯を全て説明しないままだったことが労使紛争の原因の一つではないのか。

企業内労使間での話し合いできちんと説明を行っていれば，お互いの主張の

齟齬は企業内で解決されたはずであろう。現在労働局への労働相談件数増加

の事実４)が示すように，不当解雇や様々なハラスメントの増加という形で表

面化してきているとは言えないだろうか。

３ 方法・意義

そもそもどのようにして�文化�は形成されていくのであろうか。本稿で

は「企業文化」に焦点を当て，まず�暗黙のルール�など，明文化されてい

ないルールが語られないまま企業内の常識となっていき，それが�文化�と

なっていくということを，先行研究を元に明らかにする。その結果，企業内

では皆同じ�文化�を共有する者という判断のもと，問題のある社員に対し

ても共有する文化を元に全ての文脈を説明せずに「解雇」という形をとるた

め，解雇，そして解雇時におけるトラブルにつながっていくのではないかと

いう仮説を立てた。まず，日本企業の文化形成に影響があると思われる様々

な要因，その帰結を先行研究により説明する。その文化的要因がどのような

形で労使間コミュニケーション不全に影響しているかということを示すため

に労働局のあっせん事例を用いた。

４) 2002 年度に 625,572 だった相談件数が，2010 年度には 1,130,234 となり，2008

年度以降 100 万件を超えている（「日本の雇用終了」労働政策研究・研修機構編

2012：18）．
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各事例中の企業側主張から，Grounded Theory による Codingを行い，企業

側が当該社員のどの部分が問題で解雇となったのか，という部分を，Versus

Coding（Saldaña 2016: 136-140）という方法でカテゴリーに分けた。Versus

Codingを行うことにより，企業が求めている人材像を導き出し，それとはか

け離れているという判断から解雇に至ったと考えられるということから，そ

のことを本人に伝える際に過度に高コンテクスト化して伝えた結果であると

示した。その企業が求める人材像をきちんと相手に伝わるように説明してい

れば，労使紛争の一部は回避されたのではないか。それを妨げているものが，

コミュニケーションを行う際，同一文化内であれば相手も共有しているであ

ろうという前提・デフォルトであるということを，演繹的に探っていく。

そもそもほとんどのあっせん事例は，双方なんらかの話し合いの結果労働

局への申し立てを行っているはずであり，当初の話し合いでは双方が納得し

なかったという結果よりも，お互いの主張のかみ合わなさによるものの多さ

に驚く。しかも同じ日本人間で日本語によるコミュニケーションにおいてで

ある。なぜ話し合いの時点で社員の方が誤解するような結果になっていくの

か。本稿では文化の共有の難しさと労使間トラブルの原因の相関関係を明ら

かにするというのではなく，一つの原因となり得ることを示すことにより，

今後のマネージメント教育における方向性を示すことができるのではないか

と考える。全員が全員を異文化と認識していくことが可能となった時，労使

間における問題の一つが「問題」となる以前に防ぐことが可能になっていく

のではないか。

( ４ )
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４ 企業文化がコミュニケーションデフォルトになっていくまで

−先行研究から−

4.1 文化と異文化

「文化」と一言で言ってもそれは様々なことが想起される。文化人類学の

定義でも文化の概念は変化し様々な要素を含むようになってきている。「集

団の成員によって長年の間に蓄積された生活様式」からその上に階級や支配，

被支配のような権力関係も踏まえて文化を捉え直すというような文化概念の

構築がなされてきていることからも，文化の概念は変容さえもしてきている

（石井，久米 2013：12）。ここでは定義を共有するために異文化コミュニ

ケーションの分野における文化の概念を紹介する。

自分の所属している集団，自分の居住している地域などでは『あたり

まえ』とされている共通の『考え方』『行動の仕方』『ものの見方』『対

処の仕方』であり，ある状況においてどのように振る舞えばよいのか

について瞬時に判断するときに個々人が知らず知らずに基準としてと

らえているルールのようなものの集大成（石井，久米 2013：14）

とある。加えて文化に関する様々な定義の中で共通してみられるものに，一

定の地域あるいは集団内で共通して見られる「共有性」を備えている，とい

うことがある（久米，遠山 2000：111）。すなわちこの「共有性」を備えてい

ない違う集団が「異文化」ということになろう。

自分が属している集団であたりまえとされている行動規範，思考法などが

全く違うようなグループに接した際に起こる感情として，自分の規範として

いる文化を否定されるのではないかという「脅威」というものがある（長谷

川 2013：71）。その「脅威」とは別に，自分の文化の方が優位であるという

考え方が起こりうる。自文化を優位とする考え方の理由として（自文化中心

主義５)），自分の所属する集団を内，その他を外として区別し，内の集団をよ
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り好意的に見てしまう心理的傾向がある（川端 1995：184）。また，仲間内で

は感情移入を行うことが可能であるが外の人間に対しては競争心や敵意など

否定的な感情を抱きやすい（濱口，公文 1989：69）。しかし，こと日本人間

で「脅威」や「否定的な感情」を抱いた際，はたして「異文化」に接してい

るときのように，相手の不可解な言動や行動に対して「なぜそのような言動，

行動をとったのであろうか」というように，異文化の相手と接する時に必要

とされる，相手の立場に立って視点を移動させる（石黒 2013：230）という

ような意識があるであろうか。むしろ日本人同士の場合，「異質な人」や「異

端な人」として切り捨てられる場合が多くある６)。特に労使間のように権力

構造が顕著に現れる企業内では，外国人に接した際の「異文化」に対峙する

ような緊張感や理解しようという努力などはなく，お互い安易な結論を導き

だしてしまい様々な労使問題に発展しやすい。企業内において，異文化と対

峙するときに必要となる知識や教育が日本人間でも同じように有益であると

いう認識が欠けていることが問題であろう。

4.2 同一視による企業文化�の排他性

企業内独特の文化を企業文化と呼ぶならば，その文化とは様々な暗黙の

ルールによってできている。言い換えるなら企業の暗黙のルールとは，社風

や仕事の手順，そして人間関係にまで及び，そのルールがたとえ他社では非

常識になるものであっても当該組織にとっては常識になり，ルールになる（林，

福島 2003：20）。企業はその暗黙のルールを認識し，共有できそうな者を社

員として採用する（Hofstede, Hofstede, Minkov: 2010: 119）。また研修や教育

制度などにより社員を育てていく過程で，その企業内でしか通用しないスキ

５) 自文化中心主義とは，自分の属する文化の価値観を唯一の基準として，他の文化

の価値観などについて判断すること．Ethnocentrism（川端 1995：183）．

６) 詳細は林吉郎，福島由美著「異端パワー」第１章 『個が生かされない日本の組

織』を参照されたい．

( ６ )
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ルであっても体得させるよう努力をする（林，福島 2003：28）。

しかし，現在のように多様化がすすみまた国際化が進んだ経済環境下では

どうであろうか。社会学及び人類学研究者の間では，すでに居住地域，ジェ

ンダー，社会階級などの違いを「異文化性」として指摘している（石井，久

米 2013：29）。しかし，現在もなおほとんどの企業内ではその企業文化を共

有できない者を異文化，と捉える以前にその者自身を問題視する傾向があっ

せん事例や訴訟，大卒者離職率の高止まり７)に繋がっているとも言えないだ

ろうか。

加えて企業内では現在でも，「異文化」という捉え方を国や使用言語，宗教，

民族性などの違いだけに求めていると言える。だからこそ，極めて日本的な

暗黙のルール，例えば否定的な文脈さえ持つ「暗黙の了解」や「あうんの呼

吸」そして「忖度」などは，外国人には求めない８)。しかし，対日本人に対し

ては，その文脈によりある一定の判断をするはずという考えを，認識する側

がデフォルトとして持っていることから起こる問題が顕在化しているのでは

ないか。その暗黙のルールを認識できないものは，「文化を異にする者」では

なく，もはや「外」の人間に成っていかざるを得なくなるということではな

いか。企業を公としそこに帰属することで「私たち」というくくりを作ると

すれば，アメリカの政治学者 Jean B. Elshtainが述べるように，国という枠組

みがあるからこそ自分とまったく同じような他人だけを「私たち」と認識す

ることができる代わりに，それぞれの違いを際立たせてしまう矛盾が

（Elshtain 1995: 76），一企業内における労使間の問題においても当てはめる

７) 平成７年以降大卒新卒者の離職率は概ね 30％を超えて推移している。（厚生労働

省：新規学卒者の離職状況に関する資料一覧より。）

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000369541.pdf

８) Hofstedeらによる個人主義指数の高い国と集団主義指数の高い国の違いの中で，

個人に対する対応の違いにおける考察が興味深い。単独の個人と扱うか，またはう

ち集団の一員として認識するか．Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M. Cultures and

Organizations -Software of the Mind- 3rd. Part II, 4, “I,We, and They.”
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ことができるかもしれない。労使紛争が，同じ企業に帰属している「私たち」

という枠組みの中で，その企業内では受け入れ難い「違い」により発生する

可能性は否定できない。

同一企業内では，同文化を共有しているはず，または共有することができ

るはず，という前提から，安易に相手を同文化人と捉えてしまい，コミュニ

ケーション不全は起こりうる。加えて企業対社員という立場でのコミュニ

ケーションになると，企業側が社員に同化を強要できる権力構造があること

は自明である。例えば日本企業内で見受けられる，個人の意見よりも組織や

会社の意向を優先させるべきという考えや，コンセンサスに重きを置くこと

が当たり前とされている習慣に基づくことなどがある（若林 201-202：1995）。

また，戦前から続く「滅私奉公」という言葉の中に，公の対象が国家から企

業に変わっただけで，ある種の美徳的ニュアンスが含まれていることも日本

企業文化の形成に寄与している部分であろう（山脇 2006：307）。この「滅私

奉公」という言葉の中には，「個人を犠牲にする」という意味で言いたいこと

やりたいことを勝手に行っては成らないという考えがあり，この日本企業の

特徴は，海外へ進出した日本企業が現地マネージメントの際にもしばしば問

題にされる違いである（307）。このような見えない圧力をアメリカの文化人

類学者 Edward T. HallはËidentification syndromeÌと呼び，人びとは他人に対

して集団の習慣に純棒することを執拗に強要すると述べている（Hall 1976:

238）。この identification syndrome問題はかなり深く，Hallによれば，それが

解決されぬかぎり，いかなる友情も，愛情も生まれ得ず，憎しみしかありえ

ないとまで述べている（238）。言い換えれば，異文化間の理解を妨げる一番

の原因はこの identification syndromeであるとも述べている（239-240）。これ

を企業内に当てはめると，一つの目的を達成しようとしている同集団（企業）

の中で同文化を共有するための努力よりも同文化を共有するように強要し，

共有できない者は安易に「社会性・コミュニケーション能力」の低い社員と

( ８ )
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して結論づけ，結果共有できない者が排除されていく過程が労使間問題に現

れているとは考えられないだろうか。

同じ文化を共有しているように見えても，個々人の文化的背景まで同じ者

は皆無であろう。例えば上司と部下などは，同じ企業内といえども「異文化」

であることは間違いない（久米，遠山 2000：114）。それにもかかわらず企業

内全員にこの同質性を求めるあまり，異質な者（社員）を危険視したり，排

除したりするのである（林，福島 2003：30）。

厚生労働省に設置された「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に

関する研究会」によると，「社会生活のルールおよび基本的生活態度を身につ

け，他者との良好な人間関係を構築するための『社会性・コミュニケーショ

ン能力』を高めることが，実際の職場における紛争の防止や解決に資する」

（労働政策研究・研修機構 2012：46）とある。しかしながらこの「社会性や

コミュニケーション能力を高める」という提案には，社員側への要求のみで

企業側に対する要望とはなっていない。社会性やコミュニケーション能力の

高さは企業側にも求められるべき能力なのである。

4.3 ｢察し」と文脈（コンテクスト）

日本企業内での暗黙のルールの一つとして「察し」ということがある（林，

福島 2003：132）。これは企業内ではいちいち話さなくても分かり合うこと

が望まれることを意味する（濱口，公文 1982：69）。企業側が言いにくいこ

とでも社員は「察して」行動を起こさなければならない。企業内において

「察する」ということが大切であるというのは，言語をコンテクスト（文脈）

で表すと説明できる部分がある。Hallによれば，人間のコミュニケーション

による相互作用はこのコンテクスト度で位置づけができると述べている

（Hall 1976: 86）。コンテクスト度が高い場合，送り手と受け手双方の状況の

間にはあらかじめ様々な情報が共有されており，実際の言葉の伝達時には最
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小限の情報しか必要ない。反対にコンテクスト度が低い場合はその逆で，情

報の大半は伝達するメッセージの中に盛り込まれているため，その前後に横

たわっている情報は共有される必要が無い（91-93）。Hallは国や地域のコ

ミュニケーション文化の違いを念頭に考察しているが，これを日本企業内に

当てはめてみると，「察する」ということがなぜ企業内で可能なのかが見えて

くる。

同じ企業内ではあらかじめ共有されている情報がある（もしくはあると想

定している）。だからこそ相手に対し，全てを語らずとも情報を高コンテク

スト化しても「察する」ことが可能になるはずであると考えている。特に相

手に対して伝えにくい内容を伝達したい場合に，必要以上に高コンテクスト

化して相手に伝達しようとしてしまう。

4.4 コミュニケーションと文化

コミュニケーションとは元来人びとが他者との関わりの中で何かを「共有

する」という意味が含まれており，この「共有」ということこそがコミュニ

ケーションという言葉の中核になっている（石井，久米 2013：20）。また，

人びとが自分自身の内部体験や外界からのさまざまな刺激の中に「意味」を

見いだそうとし，自分なりの解釈をするプロセスでもある（荒木 1995：99）。

コミュニケーションの中でこの「意味」を見いだすということの難しさはそ

の「意味」が言葉の中ではなく人の中にあるからである（林 1985：165）。言

い換えるなら，この意味づけは，それぞれの過去の経験や学習により自分た

ちで積極的に対象となるものを選択し意味を見いだそうとしていることに他

ならない（荒木 1995：102）。そのため，コミュニケーションというものは，

意味付けがなされるまで，言い換えると発信した情報が受信者によって加工

されるまでは，情報ではなくただのデータに過ぎないといえる（林 1985：

165）。またそのデータをどのような情報として受け入れ，どのような結論を

( 10 )
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相手が導きだしたかなどというものは個々人によって異なり，相手が自分と

同じ結論を導きだすであろうと仮定するのは何の根拠も無く無謀なことでさ

えある（Watzlawick, Jackson 1967: 75）。なぜなら個々人がコミュニケーショ

ン行動を起こすときには，その行動がその個人の文化によって大きな影響を

受けているという，文化とコミュニケーションの密接な関連の認識が必要に

なるからである（久米，遠山 2000：111）。

それでは同一企業内のように相手が同じ文化的背景を共有していると認識

しつつコミュニケーションを図っていながら，実はその前提自体が間違って

いた場合はどうであろう。送り手のメッセージの中に，受け手も同じ結論を

導きだすはず，という前提があり，それにもかかわらず受け手が同じ結論を

導きださなかった場合，このコミュニケーション不全は他の否定的な感情を

引き起こす可能性があり，不信感から敵意に変じていく（林 1985：119）。例

えば送り手が会社側で受け手が社員だった場合，コミュニケーションが難し

い社員に対して安易に否定的な評価を下したり，排除したりしていないだろ

うか。同じ日本人だから，ましてや同じ企業で働いているからとはいえ，全

く同じ文化を共有している訳ではなく，それぞれが過去の経験と学習の中で

自分たちの偏見や自分特有のフィルターを通して世の中をみているのである

（荒木 1995：103）。このようにコミュニケーションがうまく取れない場合

は，背景にある文化が自分とは違うという認識を持って接することが安全策

と言える。

4.5 同一文化認識の誤の危険性

同じ結論を引き出すことができなかった相手に対して，その出した結論が

たまたま特定の状況下であるための行動や言動であったとしても，その人の

特性による行動であると認識してしまい（林 1985：119），信頼関係を築くこ

とが難しくなる要因になることがある。受け手の文化的背景に対する送り手
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側の認識具合によって，コミュニケーションが不全に陥ったり誤解したりと

いう結果になるのである。それはコミュニケーションをとる際，送り手が受

け手も同じ文化を共有しているであろうと認識すればするほど相手も自分と

同じ結論を導きだしてくれるであろうという期待値が上がるからであろう。

言い換えれば，自分も相手も同じ状況下では同じように考えたり感じたりす

るはずであるという大前提がそこにはあるからである（林，福島 2003：153）。

加えて日本企業内のように「察する」ことに重きがおかれるコミュニケー

ションの場合，同じ文化を共有しているという大前提だけでなく，相手が「察

してくれるであろう」という期待がコミュニケーション自体を更に高コンテ

クスト化していると言って良い。

しかし同じ文化を共有しているわけではなく，また「察する」こともでき

ない相手の場合，コミュニケーションは不全に陥る。このように，わかり合

えないままお互いの行動が予測しない方向へ向かっていく現象を，Hallは

�Action Chains�（合図やボディランゲージから始まり，言葉を用いる段階か

ら肉体的行為へ至るまでの過程）という言葉を使い説明している（Hall 1976:

153）。双方が対峙する際 Action Chainsのステップが一つ一つふまれずに短

絡化された時，激しい衝突となって現れると述べている。例えば相手と論争

に至るときのステップを次のように説明している。同文化内の場合はお互い

が Action Chainsのステップを知っているため衝突は起こりにくい。しかし，

Action Chainsにおいて違うステップを踏む異文化と接した場合は，Action

Chainsにおいて次に来るはずの行動を読み違えてしまい，お互いの立ち位置

がわからなくなり，最終段階，例えば口論においては殺人にまで至るような

結果になりかねないという。ここでいう異文化は，育ってきた国の違いを前

提としているため，お互い思考停止に陥って関係を絶つか，または Action

Chainsの最終段階まで行くと暴力または戦争のような形に至る場合もある

であろう（154-162）。

( 12 )
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しかし，相手は同文化であるという前提から関係が始まった場合はどうで

あろうか。同文化の相手であれば，相手も同じような行動連鎖で物事を進め

ていくはずという「予兆的な行為」がお互いできると認識している。特に労

使間において力関係が存在し，相手はこちらの文化を共有しているべき，と

いう前提が働くような企業内ではどうであろう。そこではまず，同じ日本人，

同じ企業内ということだけで相手を同文化人と一方的に認識しているとする。

しかし相手は同じ文化的情報を共有していなかった場合や，自分が思ってい

る結論を相手が導きださなかった場合，元々の前提となる文化共有度の期待

値が高い分，お互いの信頼関係が崩れ，相手を排除するようなことになって

いくのではないだろうか。特に日本企業のように同質性を求める組織では，

企業文化を共有できない者は異端扱いされ（林，福島 2003：30），排除され

ていく傾向性は否定できないであろう。

５ データ考察

5.1 コミュニケーションの難しさ 労働局あっせん事例から

下記の事例は訴訟にまでは至らなかったものの，労働関係紛争における労

働局のあっせん事例からの抜粋である。これらのデータは，独立行政法人労

働政策研究・研修機構が厚生労働大臣官房地方課労働紛争処理室のデータを

まとめた記録「日本の雇用終了−労働局あっせん事例から−」（2012）から

データのみを抜粋した。

この書籍自体，労働政策研究・研修機構による解雇終了の理由別に種類訳

がなされているが，その理由が主観的判断にならざるを得ないと思料したた

めその種類訳には一切依存せず，下記のクライテリアのみにより選別した。
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１ 事例に双方の主張が載っているもの

２ 日本人社員の問題であること

３ 被雇用者が正規社員のもの

４ 双方の主張が全くかみ合わないもの

５ 経営上の理由など，企業側の問題ではなくあくまで社員側の問題として

企業側が雇用契約の解除を主張しているもの

６ 私生活上の問題（本人の疾病，障害，年齢等）が理由になっていないもの

上記のクライテリアに則ってデータを選別すると，1,144 件中 124 件が該

当する。一例を下記に示した。

表１

事例番号 会社側主張 労働者側主張

10185

個性が強く，店のスタッフとの関係

も不仲で，口論が絶えない。店舗の

運営を第一と考え不協和音を理由に

解雇を通告。

有給や時間外労働手当がないことに

ついておかしいと主張したら解雇に

なった。

10220

労働意欲がなく，何度注意しても改

善せず，就業に適さない。他の子に

悪影響を及ぼす。

身内の不幸で有給を申し出たら不明

瞭な回答をし，それでも有給を取得

したが，そののち解雇通告された。

30017

通常の勤務態度や得意先の態度に当

社の信用を失墜させるような行動が

多々あり，その都度注意したものの

一向に改善が見られないことによる

ため解雇通告。

有給を願い出て了解を得て取得した

にもかかわらず，２週間も有給を取

るような無責任な人はうちには要ら

ないと連絡。

30449

感情的になって言い合いをしたり，

児童を傷つけるような言動を行うな

ど，児童と直接接する業務に全く不

向きであり，主任指導員を介して便

宜指導を行ったが，素直に聞き入れ

るどころか，自らの意見に固執して

反発したため，やむを得ず契約の打

ち切りを通告したもの。

子供たちからの信頼も厚く，コミュ

ニケーションがうまくとれ，企業の

利益に貢献していたのに，解雇通告

された。

( 14 )
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上記いずれの事例もお互いの論点がかみ合っていないことに気づく。例え

ば会社側の主張には社員の勤務態度への問題提起があるにもかかわらず，社

員側にはその認識が無い。なぜこのようなことが起こりうるのであろうか。

5.2 Grounded Theory Approach によるカテゴリー化

それでは企業側は何を社員に求めていたのであろうか。それぞれの事案を

Grounded Theory Approach（Saldaña

2016；戈木クレイグヒル 2015）に基

づき，企業側主張の文言から，社員

に対して最終的に何を要求している

のか，ということを，Versus Coding

を元に最終ラベリングを行い，その

頻度をまとめた。コーディングの元

になるデータはお互いが第３者

（あっせん人）に対して行っている

主張であるため，比較的過度に高コ

ンテクスト化されていないと判断し

て使用した。

コーディングから見えてくるもの

は，企業側が一番求めているものは

10017

先輩の意見に耳を傾け，協調性を

もって接して下さいと言ったのが仕

事ができないと受け取られたようだ。

申請人から退職したのであり，解雇

ではない。

仕事ができないと言われ精神的

ショックで出勤不能になり，回復し

て復帰したら自己都合退職を迫られ

た。

出典：JILPT第２期プロジェクト研究シリーズ No.4「日本の雇用終了−労働局あっせん事例から」

(2012：42，43，169，177)

表２

会社側が求めるもの 頻度

(当該企業への）適応能力 33

(当該企業内）調和・協調性 30

謙Ìさ 22

意欲 12

円滑なコミュニケーション 8

義理を尊ぶ 8

従順さ 5

規律 2

明るさ 1

信頼感 1

良い感情 1

理性的 1

124

出典：著者作成
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各企業への適応能力（33），企業内の調和・協調性（30），そして謙�さ（22）

である。言い換えるなら，あっせん事例として労使間トラブルに発展してい

る社員には，適応能力，調和を保つ，協調性，謙�さ，などが足りないと企

業側が考えていることの現れである。実際に雇用契約解除時に社員と対峙し

た際，どこまでこのような企業側の思いを伝えることができたのであろうか。

先に見たあっせん事例は往々にして企業側は社員が「察してくれるであろ

う」と考えた結果の発言が社員には届かなかったと考えられないだろうか。

労働局へ説明する際はきちんと状況を話していても，当事者とのコミュニ

ケーションにおいては必ずしも全てを伝えていないがための問題がほとんど

である。これは，相手に対して全てを説明しなくともわかってくれるであろ

う，という期待から高コンテクストな伝達の仕方になり，結果相手には通じ

ていなかったということになろう。その期待はやはり同じ文化的背景を持っ

ている日本人だから，ましてや同じ企業内で働いている社員だから察してく

れるであろうという企業側の考え方によるものであろう。しかし，企業側の

高コンテクスト化された情報が伝わらない日本人社員がいるのもまた事実で

ある。

その際に，日本人であるにもかかわらず例えば察することができない，個

人を犠牲にしてまで組織のことは考えられないという社員と対峙した際に，

企業側は外国人に対するときのように¦異文化と対峙している¨という自覚

が無いために，相手を理解しようという考えには至らない。更に全ての情報

を伝えるためにできる限り低コンテクストなコミュニケーションを取ろうと

はせずに，問題のある社員だから余計に伝えたい情報を必要以上に高テクス

ト化して伝えてしまう。その結果，相手は全く理解できないためにあっせん

事例のような労使問題へと発展していく危険性が増すとは言えないだろうか。

相手が理解するようなコミュニケーションをとるよう心がけていれば，表

１に見られるような会話が全くかみ合わないということは起きにくい。労働
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契約の終了を社員に告げるということは，様々な業務の中でも一番繊細な問

題なはずである。そのことを伝える際にきちんと相手に伝わるコミュニケー

ションができなかったという結果があっせん事例に現れているのであろう。

６ ステレオタイプ化，という提案

上記のようなコミュニケーション不全による衝突を避けるために，日本人

同士であっても，まず相手のことを「同文化」を共有していない相手，「異文

化」と考え，その対峙する相手の特徴をその人独自のステレオタイプとして

捉える。ステレオタイプとは，様々な社会集団に対して単純化された画一的

なイメージのことをいう（長谷川 2013：62）が，集団でなく個人に対して

「ステレオタイプ」を作る。もちろんステレオタイプの危険性はさまざまな

方面からも指摘されている。例えば，ステレオタイプというものは否定的な

感情などが絡んでくることにより後には「偏見」につながり「差別」にまで

発展していく可能性がある（長谷川 2013：65-67）。また，ステレオタイプは

わかり合おうという努力よりも先に安易な結論を導きやすく（長谷川 2013：

65），相手をカテゴリーの違う人びと，と自分の文化を基準にくくることで答

えを出し，理解不能に陥った理由を追求することをしなくなる（Hall 1976:

186）。このようなカテゴリーの差異から「文化が違う」という結論に至ると

き，人びとはその時点で思考が停止し，相手との区別は絶対化され，分断さ

れていくからである（中野 1998：29）。しかし，相手を異文化と認識してい

るからこそ「ステレオタイプ化」するのではないだろうか。相手は異文化だ

からわからなくて当然なのだ，という前提があるからこそ，まずステレオタ

イプ化したデータを持ち出し，その上で異文化の相手が自分の持っているス

テレオタイプといかに違うかを発見し，理解するよう努力するのであろう。

だからこそグローバル素養力を上げるための研修や教育は，大きな枠組みの
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ステレオタイプだけでは説明できないものが人間同士の関わり合いには存在

する，と気づかせるためのものであるといえる。

しかし逆に，同じ日本人同士，特に小さな集団，同じ企業内においては，

同じ日本人という文化的背景に加えて，同じ集団に属しているという帰属意

識から，かなりの確率でお互い言っていることが分かり合っているはず，と

いう希望的観測が生まれ，相手が「察してくれるだろう」という期待値が高

くなる。目に見えてわかりやすい「異文化性」の無い相手に対しては，異文

化の人と対峙するときに，否応なく自然とデータとして使用している，ステ

レオタイプ化をすることもなく，単純にu異質な人wまたはu異端な人wと

いうような判断がなされ，排除されていくようなことになってはいないだろ

うか。

このように，あえて相手を自分の中に蓄積するためのデータとして新しく

ステレオタイプ化し，あらかじめ「異文化」と捉えてみる。自分の中で対峙

する相手それぞれに新しいステレオタイプをいくつも作ることによって，常

に相手は「異文化」という認識を持てるようにする。そうすることにより，

国の違う者同士の間に見られるコミュニケーションのように，慎重に対峙し

ていく姿勢が顕われ，相手に伝えたい情報を過度に高コンテクスト化するよ

うなことも避けることが可能になるのではないだろうか。結果，副次的効果

として個々をuステレオタイプ化wし，「異文化」と認識することにより，大

きな枠組み（例えば国や地域，年齢や性別の違いなど）や属性だけで人々を

判断することの無意味さにさえ気づくことが可能となるのではないだろうか。

７ ま と め

あっせん事例に見られる労使間コミュニケーションの完全な齟齬は，同じ

文化を共有しているはず，という前提からスタートするコミュニケーション
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が一つの原因と言えるのであり，単に社員側のコミュニケーション能力の問

題だけで全てを説明できるとは言えない。企業内で共有される情報を多くす

るための努力，例えば全ての社員は異文化であるとの認識を元に，過度な高

コンテクスト化を避けたコミュニケーションを行うなどの方が労働局への

あっせんや労使間の訴訟のような結果を招くより，長期的に見れば企業全体

のコスト減になり，グローバル化した世界の中での日本企業の競争力となっ

ていくであろう。コミュニケーション研究や文化人類学研究などにより提案

されているように，異文化と接した際に我々が持つデフォルト，すなわち全

く違う文化的背景を持つ人々，という認識を日本人同士にも当てはめ，社員

教育や新人研修に運用することができれば，国内での新しいマネージメント

の形が現れてくるのではないだろうか。

８ 今後の課題

社員が公的機関である労働局へ相談ができるというシステム上，ほとんど

の案件は社員側からのクレームから始まるものであることを考えると，確か

に言い掛かりに似たような事例も見受けられる。しかし，単純に双方の誤解

が元で問題となっているケースは，しっかりと相手に通じる形でのコミュニ

ケーションを取っていれば避けることができたものであろう。しかしながら，

本稿はあくまで紹介されている事例を元にそこから見えてくる企業の求める

ものと社員側の解釈の違いの原因を探そうと試みた。しかしその先の，各企

業に対するインタビューなどを行ったわけではない。今後コミュニケーショ

ンが起因となる問題や「コミュニケーション能力」が採用時の最重要事項と

言わしめている理由などのヒアリングを行い，企業内におけるコミュニケー

ション問題の本質を Grounded Theory Approachを軸に明らかにしていきたい。
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